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規    則 

那覇市役所支所設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める

規則（ハイサイ市民課） 

那覇市規則第37号  

令和２年７月20日  

公   布   済  

 

 

那覇市役所支所設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここ

に公布する。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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那覇市役所支所設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 

 

那覇市役所支所設置条例の一部を改正する条例(令和2年那覇市条例第8号)の施

行期日は、令和2年8月11日とする。 
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那覇市職員の任免に関する規則の一部を改正する規則（人事課） 

 

那覇市規則第38号  

令和２年７月20日  

公   布   済  

 

 

那覇市職員の任免に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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那覇市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一

部を改正する規則（人事課） 

那覇市規則第39号  

令和２年７月20日  

公   布   済  

 

 

那覇市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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訓    令 

那覇市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規程の一部を改

正する訓令（法制契約課） 

那覇市訓令第７号  

令和２年７月20日  

公     表     済  

 

 

那覇市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規程の一部を改正する訓令

を次のように定める。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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告    示 

 

市税に関する申告期限等の指定について（納税課） 

那覇市告示第 142 号  

令 和 ２ 年 ７ 月 ７ 日  

掲 示 済  

 

 

市税に関する申告期限等の指定について 

 

 

那覇市税条例(昭和 47年那覇市条例第 80号)第 18条の２第１項の規定に基づき、

岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域における市税に

関する申告期限等の延長について(令和元年11月那覇市告示第267号)において別途

那覇市告示で定めることとされている期日は、その期限が令和元年 10月 12日から

令和２年８月 30日までの間に到来するものについて、令和２年８月 31日とする。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

 

 

随意契約の公表について（こども教育保育課） 

 

那覇市告示第 148 号  

令和２年７月 13 日  

掲 示 済  

 

 

随意契約の公表について 

 

地方自治法施行令第 167条の２第１項第３号に基づき随意契約を行うので、那覇

市契約規則第 21条第１項の規定により次のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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市道路線の地番訂正及び区域決定の告示（道路管理課） 

那覇市告示第 149 号  

令和２年７月 14 日  

掲 示 済  

 

 

市道路線の地番訂正及び区域決定の告示 

 

 

道路法（昭和 27 年法第 180 号）第８条第１項の規定に基づき、市道に認定され

た路線を次のように地番の訂正をする。 

 また、道路法（昭和 27年法第 180号）第 18条第１項の規定に基づき、本告示の

日をもって市道路線を次のように区域決定をする。 

その関係図面は、告示の日から２週間、那覇市都市みらい部道路管理課において、

一般の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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公    告 

 

那覇市古波蔵児童館指定管理者募集について（こども政策課） 

那覇市公告第 173 号  

令和２年７月 10 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市古波蔵児童館指定管理者募集について 

 

 

令和３年４月１日からの那覇市古波蔵児童館の管理を行う法人その他の団体を

次のとおり募集いたします。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 名称及び所在地 

（１）名称 那覇市古波蔵児童館 

（２）位置 那覇市国場 1169番地４ 

２ 管理の基準及び業務の範囲 

  那覇市児童館及び児童遊園条例第 16条に定めるもののほか、那覇市古波蔵児童

館指定管理者募集要項（以下｢募集要項｣という。)のとおり。 

３ 指定の予定期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月 31日まで（５年間） 

４ 応募資格 

応募者は、指定期間中、児童館の管理を円滑かつ安定して実施できる法人その

他の団体であって、次の要件に該当するものとします。 

（１）沖縄県内に登記簿上の本店又は主たる事業所等を有している法人、又はそ

の他の団体で事務所を県内に有するもの。 

（２）国税及び地方税の滞納が無いこと。 

（３）複数の法人その他の団体で構成されるグループで応募する場合は、グルー

プの名称を設定し、代表者を選定すること。なお、すべての構成員は、沖縄

県内に登記簿上の本店又は主たる事業所等を有する法人、又はその他の団体

で県内に事務所を有するものであること。基本協定書の締結は、代表者を中

心に行うこととなりますが、他の構成員も提案した事業計画の実施に連帯し

て責任を負うこと（当該グループの法人その他の団体は、別のグループでの

重複又は単独で応募することはできません）。 

５ 欠格事項 

次のいずれかに該当する団体（グループ応募する団体の場合には、代表者のほ

か、構成員のいずれかが次に該当した場合）は、応募を行うことができません。 
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（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第２項（同項を準

用する場合を含む）の規定により、那覇市における一般競争入札等の参加を

制限されている団体 

（２）那覇市から指名停止措置を受けている団体 

（３）国税及び地方税を滞納している団体 

（４）会社更生法、民事再生法等に基づき更生又は再生手続中の団体 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う団体 

（６）代表者及び役員に破産者又は禁固以上の刑に処せられている者がいる団体 

（７）那覇市の指定管理者の公募に応募しようとする日から過去１年以内に、指

定管理者の責に帰すべき理由により、指定管理者の指定の取り消しを受けた

法人等 

６ 申請の方法 

  那覇市古波蔵児童館指定管理募集要項のとおり。 

７ 募集要項等の配布 

（１）配布期間  令和２年７月10日（金）～９月９日（水）まで 

    原則、那覇市の公式ホームページからのダウンロードとします。 

８ 説明会の開催 

  業務内容、応募方法、提出書類等について説明会を開催します。 

（１）開催日時  令和２年７月20日（月） 

（２）開催場所  古波蔵児童館 

９ お問い合わせ先 

  〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所３階 

  こどもみらい部 こども政策課 （城島、親川） 

  電話：098-861-2110(直通)   ＦＡＸ：098-917-0106 
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那覇市母子生活支援センターさくら指定管理者募集について（子育て

応援課） 

那覇市公告第 183 号  

令和２年７月 14 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市母子生活支援センターさくら指定管理者募集について 

 

 

令和３年４月１日からの那覇市母子生活支援センターさくらの管理を行う法人

その他の団体を次のとおり募集いたします。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 名称及び所在地 

（１）名称 那覇市母子生活支援センターさくら 

（２）位置 那覇市首里鳥堀町４丁目 99番地 

２ 管理の基準及び業務の範囲 

 那覇市母子生活支援センター条例第 18 条に定めるもののほか、那覇市母子生

活支援センターさくら指定管理者募集要項のとおり。 

３ 指定の予定期間 

令和３年４月１日から令和８年３月 31日まで（５年間） 

４ 応募資格 

応募者は、指定期間中、那覇市母子生活支援センターさくらの管理を円滑かつ

安定して実施する能力を有するとともに、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦

福祉法と那覇市母子生活支援センターさくらが設置された趣旨を十分に理解し、

母子家庭等の自立促進のための熱意と見識のある、社会福祉法人その他これに相

当する団体で次の要件を全て満たすものとします。 

（１）沖縄県内に登記簿上の本店を有すること。 

（２）現在、定員 20名程度の社会福祉施設（入所施設）を運営していること（自

治体からの指定管理業務及び業務委託を含む。）。 

（３）納めるべき税の滞納がないもの。 

（４）説明会等に参加していること。 

５ 欠格事項 

次のいずれかに該当する団体は、応募を行うことができません。 

 （１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第２項(同項を準

用する場合を含む)の規定により、那覇市における一般競争入札等の参加を制

限されている団体 

  （２）地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の２第 11項の規定により、

那覇市により指定の取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部

の停止を命じられている団体 

 （３）納めるべき税を滞納している団体 
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 （４）会社更生法、民事再生法等に基づき更生又は再生手続中の団体 

 （５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）

第２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う団体 

 （６）代表者及び役員に破産者又は禁固以上の刑に処せられている者がいる団体 

６ 申請の方法 

  那覇市母子生活支援センターさくら指定管理者募集要項のとおり 

７ 募集要項等の配布 

 （１）配布期間 令和２年７月７日(火)から令和２年８月７日(金)まで 

   原則、那覇市の公式ホームページからのダウンロードとします。 

８ 公募説明会及び施設見学の開催 

 （１）開催日時 令和２年８月７日(金) 午前10時半～12時 

 （２）開催場所 那覇市母子生活支援センターさくら 

   ※事前に申し込みが必要となります。また、新型コロナウイルスの動向によ

っては、施設見学を中止する場合があります。 

９ お問い合わせ先 

  〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所３階 

  こどもみらい部 子育て応援課 （屋良、仲座、黒島） 

  電話：098-861-6951(直通)   ＦＡＸ：098-917-2391 

 

 

那覇市母子・父子福祉センター指定管理者募集について（子育て応援

課） 

那覇市公告第 184 号  

令和２年７月 14 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市母子・父子福祉センター指定管理者募集について 

 

 令和３年４月１日からの那覇市母子・父子福祉センターの管理を行う法人その他

の団体を次のとおり募集いたします。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

 

１ 名称及び所在地 

（１）名称 那覇市母子・父子福祉センター 

（２）位置 那覇市金城３丁目５番地４ 那覇市総合福祉センター１階内 

２ 管理の基準及び業務の範囲 

那覇市総合福祉センター条例第 18 条に定めるもののほか、那覇市母子・父子

福祉センター指定管理者募集要項のとおり。 

３ 指定の予定期間 

令和３年４月１日から令和８年３月 31日まで（５年間） 
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４ 応募資格 

応募者は、指定期間中、那覇市母子・父子福祉センターの管理を円滑かつ安定

して実施する能力を有するとともに、母子及び父子並びに寡婦福祉法と、那覇市

母子・父子福祉センターが設置された趣旨を十分に理解し、母子家庭等の自立促

進のための熱意と見識のある、社会福祉法人その他これに相当する団体で次の要

件を全て満たすものとします。 

 （１）本市内に登記簿上の本店を有すること。 

 （２）納めるべき税の滞納がないもの。 

 （３）説明会等に参加していること。 

５ 欠格事項 

次のいずれかに該当する団体は、応募を行うことができません。 

 （１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第２項(同項を準

用する場合を含む)の規定により、那覇市における一般競争入札等の参加を制

限されている団体 

  （２）地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の２第 11項の規定により、

那覇市により指定の取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部

の停止を命じられている団体 

 （３）納めるべき税を滞納している団体 

 （４）会社更生法、民事再生法等に基づき更生又は再生手続中の団体 

 （５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）

第２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う団体 

 （６）代表者及び役員に破産者又は禁固以上の刑に処せられている者がいる団体 

６ 申請の方法 

  那覇市母子・父子福祉センター指定管理者募集要項のとおり 

７ 募集要項等の配布 

 （１）配布期間 令和２年７月７日(火)から令和２年８月７日(金)まで 

   原則、那覇市の公式ホームページからのダウンロードとします。 

８ 公募説明会及び施設見学の開催 

 （１）開催日時 令和２年８月７日(金) 午後２時～３時 

 （２）開催場所 那覇市母子・父子福祉センター 

   ※事前に申し込みが必要となります。また、新型コロナウイルスの動向によ

っては、施設見学を中止する場合があります。 

９ お問い合わせ先 

  〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所３階 

  こどもみらい部 子育て応援課 （屋良、仲座、黒島） 

  電話：098-861-6951(直通)   ＦＡＸ：098-917-2391 
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指定管理者の指定申請について（公園管理課） 

那覇市公告第 189 号  

令和２年７月 17 日  

掲 示 済  

 

 

指定管理者の指定申請について 

 

 

令和３年４月１日からの那覇市波の上ビーチ広場の管理を行う法人その他の団

体を、次のとおり募集する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 名称及び位置 

名 称  那覇市波の上ビーチ広場 

位 置  那覇市若狭１丁目 25番（旭ヶ丘公園内） 

 

２ 管理の基準及び業務の範囲 

那覇市波の上ビーチ広場指定管理者募集要項及び同業務仕様書のとおり。 

 

３ 指定予定期間 

令和３年４月１日から令和８年３月 31日（５年間） 

 

４ 応募資格 

（１）指定期間中、ビーチ広場の管理運営を円滑かつ安定に実施できる那覇市内

に主たる事務所を有する法人その他の団体（法人格は必ずしも必要ではない）

とする。但し、個人の応募は不可とする。 

（２）市税の滞納がないこと。 

（３）役員に破産者及び禁固以上の刑に処されている者がいないこと。 

（４）会社更生法及び民事再生法等による手続き中でないこと。 

（５）暴力団による不当な行為の防止法等に関する法律（平成３年法律第 77号）

第２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行うものでな

いこと。 

  （６）共同企業体（グループ結成）での応募について 

     複数の法人若しくは団体が共同企業体により応募する場合は、あらかじめ

代表者又は代表となる団体を決定すること。この場合、構成団体間で委任状

を作成し協定書を締結すること(応募に関する責任、指定管理業務に関して

生じた責任は構成団体が連帯責任を負うことになる)。 

      共同企業体を組織する全ての法人若しくは団体は、上記（１）から（５）

の資格を満たすこと。ただし、代表者又は代表となる団体以外の構成団体は、

那覇市内に主たる事務所を有することを問わない。 
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      なお、単独で応募する団体が、複数の団体で構成する共同企業体で応募す

るなど、複数の応募は不可とする。 

 

５ 募集要項等の配布 

原則、那覇市の公式ホームページ（https://www.city.naha.okinawa.jp/）から

のダウンロードとするが、必要な方は下記のとおり配布する。 

（１）配布期間 令和２年７月 17日（金）から同年９月 16日（水）まで 

（土曜、日曜及び祝日を除く） 

（２）配布時間 午前９時から午後５時（正午から午後１時までの間を除く） 

（３）配布場所 那覇市都市みらい部 公園管理課 

 

６ 説明会の開催  

那覇市役所９階 会議室（901） 

令和２年８月６日（木）午前 10時から 12時まで 

 

７ 募集要項等に関する質問受付期間 

令和２年８月７日（金）から令和２年８月 28日（金）まで 

ＦＡＸまたは E-mailのいずれかで提出すること。 

なお、電話や口頭等による質問は原則として受け付けない 

 

８ 提出書類 

（１）那覇市指定管理者指定申請書 

（２）誓約書 

（３）定款又は寄附行為（法人以外の団体にあっては、これに相当する書類） 

（４） 法人にあっては、法人の登記事項に係る証明書 

（５）役員の名簿及び履歴書 

（６）組織及び運営に関する事項を記載した書類 

（７）指定申請の日の属する事業年度の前事業年度（令和元年度）におけるの財

産目録及び収支決算書 

（８）指定申請の日の属する事業年度（令和２年度）における事業計画書及び収

支予算書 

（９）指定管理者の指定の予定期間に属する各年度のビーチ広場の管理に係る事

業計画書及び収支予算書 

（10）納税証明書 

ア 法人の場合は、直近３ヵ年の市税の完納証明書。設立１年未満の場合は、

代表者の直近３ヵ年の市税の完納証明書。 

イ その他団体の場合は、代表者の直近３ヵ年の市税の完納証明書。 

（11）その他市長が必要と認める書類 

 

９ 募集期間  

令和２年８月７日（金）から令和２年９月 16日（水）まで 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までの間は除く） 

ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く。  
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10 申請書類の受付期間   

令和２年８月７日（金）から令和２年９月 16日（水）まで 

午前９時から午後５時まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く。 

 

11 申請書類の提出方法 

指定管理者指定申請書（様式１）のほか、必要書類を公園管理課へ提出するこ

と。（郵送、ＦＡＸによる提出は出来ない。） 

   

12 問い合わせ先 

〒900-8585 

那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所９階  

那覇市都市みらい部 公園管理課 平良、仲村 

  ＴＥＬ 098-951-3239 

  ＦＡＸ 098-951-3206 

E-mail B-kouen001@city.naha.lg.jp  
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開発行為に関する工事の完了について（建築指導課） 

那覇市公告第 190 号  

令和２年７月 17 日  

掲 示 済  

 

 

開発行為に関する工事の完了について 

 

 

都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 36条第２項の規定により、次の開発行

為に関する工事が完了したので、検査済証を交付した。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 開発許可年月日、許可番号及び指令番号 

令和２年６月 22日 第 H30-協議 01-03号 那覇市指令ま建指第 984号 

 

２ 開発区域に含まれる地域の名称  

那覇市首里石嶺町４丁目 360番８ 他 25筆 

 

３ 公共施設 

なし 

 

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

那覇市泉崎１丁目１番１号  

那覇市長 城間 幹子 

 

５ 検査済証番号 

令和２年７月 14日 那ま建指第 97号 

 

６ 工事完了年月日 

令和２年６月 22日 
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上下水道局規程 

那覇市上下水道局行政財産使用料規程及び那覇市上下水道局駐車場

管理規程の一部を改正する等の規程 

那覇市上下水道局規程第 10 号  

令 和 ２ 年 ７ 月 2 0 日  

公 布 済  

 

 

那覇市上下水道局行政財産使用料規程及び那覇市上下水道局駐車場管理規程の一

部を改正する等の規程をここに公布する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  上地  英之  
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上下水道局告示 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定の更新について 

 

那覇市上下水道局告示第 14 号  

令 和 ２ 年 ７ 月 1 4 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定の更新について 

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第 10 条第１項第２号の規定に基

づき、別紙のとおり告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  上地  英之  
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那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定について 

那覇市上下水道局告示第 15 号  

令 和 ２ 年 ７ 月 1 4 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定について 

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第 10 条第１項第１号の規定に基

づき、別紙のとおり告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  上地  英之  
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監査委員告示 

 

包括外部監査の事務を補助する者について 

那覇市監査委員告示第２号  

令 和 ２ 年 ７ 月 1 7 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市監査委員   久 場 健 護  

同      宮 里 善 博  

同      宮 城   哲  

同      古 堅 茂 治  

 

 

包括外部監査の事務を補助する者について 

 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 32 第１項に規定する包括外部

監査人の監査の事務を補助する者について、同条第２項の規定により、次のとおり

告示します。 
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１ 監査の事務を補助する者の氏名及び住所 

氏名 住     所 

石井 恵介  

森田 純匡  

屋嘉比 政樹  

久貝 克弘  

仲村 こず江  

 

２ 監査の事務を補助できる期間 

  令和２年７月 20日から令和３年３月 31日まで 

 

 

 

正    誤 

那覇市公報第 1761 号の正誤（消防局総務課） 

 

○那覇市公報第1761号の正誤 

 2020(令和2)年４月１日付け那覇市公報第1761号に登載された那覇市消防局訓令

第８号について、次のとおり訂正する。 

 

ページ218 

追加箇所 上から15行目 

訂正内容 

訂正前 訂正後 

 付 則 

 この訓令は、令和２年４月１日から

施行する。 
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那覇市公報第 1758 号の正誤（上下水道局総務課） 

○那覇市公報第1758号の正誤 

2020（令和２）年２月17日付け那覇市公報第1758号の那覇市上下水道局規程第１

号について、次のとおり訂正する。 

 

頁 訂正箇所 
訂 正 内 容 

訂 正 前 訂 正 後 

1865 改正前の下から１行目 願い出る 願い出る 

1867 
改正前の上から16行目 その契約保証金は本局 その契約保証金は本局 

改正後の上から16行目 契約保証金は本局 契約保証金は、本局 

1868 
改正前の下から５行目 「検査員」という。) 「検査員」という。) 

改正後の下から３行目 (施行令167条の15 (施行令第167条の15 

1869 改正後の下から16行目 (施行令167条の15 (施行令第167条の15 

1871 
改正後の上から19行目 持ち込み 持込 

改正前の下から８行目 契約の相手方の 契約の相手方の 

1872 
改正前の上から１行目 認めるとき 認めるとき 

改正後の上から５行目 認められる場合 認められる場合 

 

 

 

那覇市公報第 1762 号の正誤（上下水道局総務課） 

○那覇市公報第1762号の正誤 

2020（令和２）年４月15日付け那覇市公報第1762号の那覇市上下水道局規程第５

号について、次のとおり訂正する。 

 

頁 訂正箇所 
訂 正 内 容 

訂 正 前 訂 正 後 

506 改正後の下から15行目 (以下この条において

「勤務日」という。) 

(以下「勤務日」とい

う。) 

 

 

 

 

 

 

 


